
五島市社会福祉協議会町内会福祉活動推進事業実施要綱 

 

（目的) 

第1条 この事業は、地域の重要な地域福祉の担い手となる町内会が、地域の安心・安全を守り

高めるための事業を実施することにより、住民自ら地域課題を見つけ、地域を形成して行こう

とする動きを支援し、併せて共同募金運動の社会的な役割の周知及び募金への協力と理解に資

することを目的とする。 

（実施主体） 

第2条 この事業の実施主体は、五島市社会福祉協議会（以下「本会」という。）とする。 

（事業及び活動内容） 

第3条 町内会は、地域の実情を踏まえ、独自の創意と計画に基づき、地域住民に対して福祉意

識の高揚を図り、自主活動として次に掲げる事業及び活動を行う。 

（１） 社会福祉についての理解を高めるための学習会、講演会、映画上映会等 

（２） 地域の要援護者（高齢者、障がい者等）や児童生徒の見守り活動等 

（３） 地域の交流事業（会食会、レクリェーション、敬老会等） 

（４） 子どもの遊び場の保全活動（防犯灯、ベンチ等） 

（５） 社会福祉施設への訪問、見学、奉仕等 

（６） 地域内の清掃作業、美化活動、文化財の保護等の奉仕活動 

（７） 老人福祉週間、児童福祉週間、障害者週間、共同募金、歳末たすけあい運動等の社会福祉

関係行事への協力 

（８） その他、目的達成のために必要と認められる事業及び活動 

（審査委員及び助成の決定等） 

第4条 本会会長は、審査委員会に審査を依頼し助成先を決定する。 

２ 審査委員は共同募金会五島市支会運営委員をもって充てる。 

３ 本事業による助成期間は、１年間とする。ただし必要に応じて次年度以降も審査のうえ助成

することができる。 

（助成等） 

第5条 本会会長は、町内会に対して50,000円以内の助成金を交付するものとし、助成金の交付

に関しては、社会福祉事業助成金交付要綱及び別紙１の定めるところによるものとする。 

２ 申請者は、助成事業等が完了したとき又は当該年度終了後、２０日以内に助成事業実績報告

書（様式第４号）、事業報告書、収支決算書、領収書の写し、その他本会会長が必要と認める

書類を提出しなければならない。 

３ 活動に対する時給・日給等の報酬の支出は、助成対象として認めないものとする。 

４ 本会会長は、町内会の要請により、行事計画への支援や福祉情報、資料の提供、機材（フィ

ルム・ビデオ等）貸出等、必要に応じて援助を行うものとする。 

（補則） 

第6条 この要綱に定めるものを除き、本事業の実施に関して必要な事項は、本会会長が別に定

める。 

 附則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

平成２５年４月１日から適用する。(第５条の一部改正) 

平成２６年４月１日から適用する。(第５条の一部改正) 

平成２８年４月１日から適用する。(第５条の一部改正) 



（別紙１） 

  【敬 老 会】 

    

   「敬老会」を実施する場合、下記の基準により申請・報告を行う。 

 

 

 

助成基準 

 

参加者１人あたり １，２００円以内 

（但し、上限５０，０００円） 

     

 「五島市からの助成金」や「町内会からの持ち出し金」がある場合には収入に記載し、敬老

会経費総額での申請・報告をご提出下さい。 

 ※社会福祉協議会だけの抜粋での提出はできません。 

 

 

  【食 料 費 の 基 準】 

 

   食料費については、下記の基準により申請・報告を行う。 

    ※敬老会については、上記助成基準が優先させます。 

 

お弁当代・材料費 １人あたり ７００円以内 

飲み物代 １人あたり １５０円以内 

    


